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（１）事業内容 
 医療的ケア等が必要な重度障害者を受け入れるために、看護師を配置又は生活支援員を 

基準以上に加配しているグループホームに対し、国の報酬に上乗せして予算の範囲内で補 

助金を交付します。 

 

【看護師配置に対する補助の対象事業所】 

・看護師を常勤換算方法で１以上配置しているとして市長に届け出ている市内の共同 

生活援助事業所（介護サービス包括型） 

・市が支給決定を行った医療的ケアを要する重度障害者(※1)が１人以上入居している 

こと 

     

【生活支援員配置に対する補助の対象事業所】 

    ・重度障害者支援加算の対象として市長に届け出ている市内の共同生活援助事業所 

（介護サービス包括型） 

・市が支給決定を行った重度障害者(※1)が１人以上入居していること 

 

   ※１ 重度障害者の定義…重度障害者支援加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の対象者 

 

 

（２）補助額 
補助額については、要綱別表第２によります。 
 

別表第２（第４条関係） 

区分 補助対象経費 補助金の額 

看護師配

置に対す

る補助 

常勤看護師の配置に

要する人件費（共同

生活住居に係る業務

に要するものに限

る。） 

次の各号に定める額のいずれか低い額 

 ⑴ 常勤看護師の年間の人件費から次のいずれかの加

算の年額を差し引いた額に２分の１を乗じた額 

ア 看護職員配置加算及び医療的ケア対応支援加算 

イ 医療連携体制加算 

 ⑵ １２５万円 

生活支援

員を基準

以上の加

配に対す

る補助 

重度障害者を受け入

れるために加配した

生活支援員に要する

人件費（共同生活住

居に係る業務に要す

るものに限る。） 

次の表の左欄に掲げる、重度障害者支援加算に適合し

ているものとして市長に届け出た員数から従業者の員数

及び０．１を減じた員数（同表において「算出された員

数」という。）に応じ、同表右欄に掲げる額 

算出された

員数 
補助金の額 

１人以上 １，０４０，０００円 

０．９人 ９３６，０００円 

０．８人 ８３２，０００円 

０．７人 ７２８，０００円 

０．６人 ６２４，０００円 

０．５人 ５２０，０００円 

０．４人 ４１６，０００円 

０．３人 ３１２，０００円 

０．２人 ２０８，０００円 

０．１人 １０４，０００円 
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（３）その他 
予算の範囲内で補助金を交付します。そのため、申請が多い場合は交付申請額を下回る 

額となる場合があります。 


